
 京都市教職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年３月２９日 

京都市教育委員会 

教育長 稲田新吾   

京都市教育委員会規則第１７号 

   京都市教職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則 

（京都市教職員の給与に関する規則の一部改正） 

第１条 京都市教職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。 

          「            「 

          ６２    ６１   

   ６３    ６２   

   ６４    ６２   

別表第６ ３中 
 ６５  

を 
 ６３  

に改める。 
 ６５   ６３  

  ６６    ６４   

  ６６    ６４   

  ６７    ６５   

                    」            」 

第２条 京都市教職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第２３条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、同条第

２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 前２項の規定にかかわらず、地方公務員災害補償法第４５条第１項に規定する認定

を受けた教職員に教職員条例第３３条第１項第１号の規定により給与を支給する場合

において、当該給与の最初の支給期日は、当該認定を受けた日後であって第１項の規

定に準じて別に定める日とする。 

           「           「 

  ３８    ３７   

  ３９    ３８   

  ４０    ３８   



         

  ４１    ３９   

  ４１    ３９   

  ４２    ４０   

  ４２    ４０   

  ４３    ４１   

  ４３    ４１   

  ４４    ４２   

  ４４    ４２   

  ４５    ４３   

  ４５    ４３   

  ４６    ４４   

  ４６    ４４   

  ４７    ４５   

  ４７    ４５   

  ４８    ４６   

  ４８    ４６   

  ４９    ４７   

  ４９    ４７   

  ５０    ４８   

  ５０    ４８   

  ５１    ４９   

  ５１    ４９   

  ５２    ５０   

  ５２    ５０   

  ５３    ５１   

  ５３    ５１   

  ５４    ５２   

  ５４    ５２   



         

  ５５    ５３   

  ５５    ５３   

  ５６    ５３   

  ５６    ５４   

  ５７    ５４   

  ５８    ５４   

  ５９    ５５   

  ６０    ５５   

 別表第６ １中 
 ６１  

を 
 ５５  

に改め、 
 ６１   ５６  

  ６１    ５６   

  ６２    ５６   

  ６２    ５７   

  ６２    ５７   

  ６３    ５８   

  ６３    ５８   

  ６３    ５９   

  ６４    ５９   

  ６４    ６０   

  ６４    ６０   

  ６５    ６１   

  ６５    ６１   

  ６５    ６１   

  ６５    ６１   

  ６５    ６２   

  ６６    ６２   

  ６６    ６２   

  ６６    ６２   



         

  ６６    ６３   

  ６６    ６３   

  ６７    ６３   

  ６７    ６３   

  ６７    ６４   

  ６７    ６４   

  ６７    ６４   

  ６８    ６４   

  ６８    ６５   

  ６８    ６５   

  ６８    ６５   

  ６８    ６５   

  ６９    ６６   

  ６９    ６６   

  ６９    ６６   

  ７０    ６６   

  ７０    ６７   

  ７０    ６７   

  ７１    ６７   

  ７１    ６７   

  ７１    ６８   

                   」           」 

          「          「  

  ２６    ２５   

  ２７    ２６   

  ２８    ２６   

  ２９    ２７   

  ２９    ２７   



         

  ３０    ２８   

  ３０    ２８   

  ３１    ２９   

  ３１    ２９   

  ３２    ３０   

  ３２    ３０   

  ３３    ３１   

  ３３    ３１   

  ３４    ３２   

  ３４    ３２   

  ３５    ３３   

  ３５    ３３   

  ３６    ３４   

  ３６    ３４   

  ３７    ３５   

  ３７    ３５   

  ３８    ３６   

  ３８    ３６   

  ３９    ３７   

  ３９    ３７   

  ４０    ３８   

  ４０    ３８   

  ４１    ３９   

  ４２    ３９   

  ４３    ４０   

  ４４    ４０   

  ４５    ４１   

  ４５    ４１   



         

  ４６    ４２   

  ４６    ４２   

  ４７    ４３   

  ４７    ４３   

  ４８    ４４   

  ４８    ４４   

  ４９    ４５   

  ４９    ４５   

  ５０    ４６   

  ５０    ４６   

  ５１    ４７   

  ５１    ４７   

  ５２    ４８   

  ５２    ４８   

  ５３    ４９   

  ５３    ４９   

  ５４    ５０   

  ５４    ５０   

  ５５    ５１   

  ５５    ５１   

 同表６ ２中 
 ５６  

を 
 ５２  

に改める。 
 ５６   ５２  

  ５７    ５３   

  ５７    ５３   

  ５７    ５４   

  ５８    ５４   

  ５８    ５５   

  ５８    ５５   



         

  ５９    ５６   

  ５９    ５６   

  ５９    ５７   

  ６０    ５７   

  ６０    ５７   

  ６０    ５７   

  ６１    ５８   

  ６１    ５８   

  ６１    ５８   

  ６１    ５８   

  ６１    ５９   

  ６２    ５９   

  ６２    ５９   

  ６２    ５９   

  ６２    ６０   

  ６２    ６０   

  ６３    ６０   

  ６３    ６０   

  ６３    ６１   

  ６３    ６１   

  ６３    ６１   

  ６４    ６１   

  ６４    ６１   

  ６４    ６１   

  ６４    ６２   

  ６４    ６２   

  ６５    ６２   

  ６５    ６２   



         

  ６５    ６２   

  ６５    ６２   

  ６５    ６３   

  ６５    ６３   

  ６６    ６３   

  ６６    ６３   

  ６６    ６３   

  ６６    ６３   

  ６６    ６４   

  ６６    ６４   

  ６７    ６４   

  ６７    ６４   

  ６７    ６４   

  ６７    ６４   

  ６７    ６５   

  ６７    ６５   

  ６８    ６６   

  ６８    ６６   

  ６８    ６７   

                  」           」 

  別表第８中学校及び義務教育学校の項を次のように改める。 

中 学 校 教務主任、学年主任及び生徒指導主事 

義務教育学校 
教務主任、学年主任、生徒指導主事及び企画推進主任（別に定める

ものに限る。） 

（京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正） 

第３条 京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（令和５年３月２９日京

都市教育委員会規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中別表第５の改正規定を次のように改める。 

 



         「              「 

  ９    ５   

  １０    ６   

  １１    ７   

 
 １２  

 
 ８  

 
 １３   ９  

  １４    １０   

  １５    １１   

  １６    １２   

  １７    １３   

  １８    １４   

  １９    １５   

  ２０    １６   

  ２１    １７   

  ２２    １８   

  ２３    １９   

  ２４    ２０   

  ２５    ２１   

  ２６    ２２   

  ２７    ２３   

別表第５中 
 ２８  

を 
 ２４  

に改 
 ２９   ２５  

  ３０    ２６   

  ３１    ２７   

  ３２    ２８   

  ３３    ２９   

  ３４    ３０   

  ３５    ３１   

  ３６    ３２   



         

  ３７    ３３   

  ３８    ３４   

  ３９    ３５   

  ４０    ３６   

  ４１    ３７   

  ４２    ３８   

  ４３    ３９   

  ４４    ４０   

  ４５    ４１   

  ４６    ４２   

  ４７    ４３   

  ４８    ４４   

  ４９    ４５   

  ５０    ４６   

  ５１    ４７   

  ５２    ４８   

  ５３    ４９   

  ５４    ５０   

  ５５    ５１   

  ５６    ５２   

                     」              」 

 める。 

                「          「  

  ５８    ５７   

  ５９    ５８   

  ６０    ５８   

  ６１    ５９    

  第２条別表第６の改正規定中  ６１  を  ５９  に改める。 

  ６２    ６０   



         

  ６２    ６０   

  ６３    ６１   

  

 

   

 

  

                        」          」 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月１日か

ら施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の京都市教職員の給与に関する規則（以下「改正後の規則」

という。）別表第６の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

（号給の決定に関する経過措置） 

３ 令和５年４月１日から改正後の規則の施行の日の前日までの間において、昇格により

号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による昇格後の号給がこの規則に

よる改正前の京都市教職員の給与に関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定

による昇格後の号給に達しないものの当該異動の日における号給については、改正後の

規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とする。 

４ 前２項に定めるもののほか、第１条及び第３条の規定の施行に関し必要な経過措置は、

教育長が定める。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


